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本年もよろしくお願い申し上げます
　　　　　　　　　　　令和五年　新春

大東野崎人権協会職員一同



参加ご希望の方は、1月14日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。
参加ご希望の方は、1月14日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。

楽しくつくろう！なごみキッチン ♪豚まんをつくります♪

＊と　　き 1月26日（木）・27日（金）

 Ⓐ10：00～12：00　　Ⓑ14：00～16：00

＊対　　象 15歳以上

＊費　　用 800円

＊定　　員 各6名（多数の場合は抽選）

＊持 ち 物 エプロン・三角巾

 手拭きタオル・食器用ふきん

 台ふき・持ち帰り用容器

　＊と　　き 毎月第２・３・4木曜日  9：30～11：30　

 1月は、12日・19日・26日です。   

　＊対　　象 15歳以上

　＊費　　用 無料　※一部、材料費要

　＊持 ち 物 折り紙・はさみ

もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

指先を動かしたり、おしゃべりしたり…毎月、折り紙などでいろんな作品をつくっています。

｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか｢なごみ｣スペースに参加してみませんか

もっとリラックスしてスピードをゆるめた生活をしよう

折り紙などでいろんな

作品を作っています。

お気軽にご参加ください♪

参加ご希望の方は、11月14日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。
参加ご希望の方は、11月14日 (土)までに
来館または電話かＦＡＸにてお申込みください。

＊と　　き 1月27日（金）

 10：00～12：00　　　　　　　　　　　　

＊対　　象 15歳以上　　　　　　　　　　　　　　　

＊費　　用 800円                   

＊定　　員 8名（多数の場合は抽選）

ゆびでかくパステルアート ～テーマは静寂～

指をつかって描くので、絵が苦手な人でも楽しめます。
心が穏やかになり、みんなが笑顔になれるパステルアート。ぜひ体験してみませんか♪

講師：そらいろのたね。Rika さん



と　　き 毎月第 3 火曜日　14：00 ～ 16：00　　　　　　　　　

  1 月は、17 日です。　　　　　　　　　　　　　

対　　象 どなたでも 

費　　用 無料　※飲み物ご希望の方は、別途費用がかかります。          　　 

　　　　　　　　　　つながりを大切に。 だれでも利用できる地域の憩いの空間　

　　

         おしゃべりしたり、 相談したり、 体操したり、 音楽を聴いたり ・ ・ ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで楽しくすごしましょう！

予定している講座に関して、

状況によりやむを得ず変更または中止する場合がございます。ご了承ください。

なごみ畑通信なごみ畑通信

             ～みんなで旬の野菜を育て、成長を見守り、

　　　　　　　　         収穫する喜びを一緒に体験しませんか?～
　　　　　 

　なごみ畑では、夏野菜の収穫が終わり、11月初旬に冬野菜のラディッシュ・スナップエン

ドウ・そら豆の種をまき、育てています。

ラディッシュ スナップエンドウ そら豆

ラディッシュは、「二十日大根」といわれるように

成長が早く、種まきから 20 日ほどで一度目の収穫

ができました。

スナップエンドウとそら豆は、春ごろ収穫予定なの

で、今から楽しみです♪

興味のある方、お気軽にご連絡ください

大東野崎人権協会 　 ☎072-879-8810



問 い 合 わ せ： 072-879-8810　又は 072-879-1818（FAX 072-879-3611）

ホームページ： http://www.daitonozaki-jinkenkyokai.jp/

特定非営利活動法人　大東野崎人権協会（大東市立野崎人権文化センター内）

生活困窮のこと、人権侵害に関すること、就職や進学等の相談を専門の相談員に

お話してみませんか？

相談時間：月曜日～金曜日　9：00 ～ 18：00　第１･３土曜日　10：00 ～ 18：00

　　　　　進路の相談は、月曜日･金曜日のみ　20：00 まで相談可能です。

　　　　　※日曜･祝日･年末年始はお休みです。

出張相談　　～生活にかかるワンストップ相談会～
生活のこと、お金のこと、なんでもお話してみてください。

「こんなことでもいいの？」と悩まずに、まずはお気軽にお立ち寄りください。

 深野よろず相談会　

  ●とき：第 1 木曜日　13：30 ～ 16：00　　●場所：深野園住宅集会所

  ●費用：無料　　●予約は不要

 
 新田よろず相談会
  ●とき：第 3 木曜日　13：30 ～ 15：30　　●場所：防災備蓄倉庫　

  ●費用：無料　　●予約は不要　　　　　　　　　　　　（新田中央公園内）

  ※状況によりやむを得ず中止する場合がございます。ご了承ください。

　　　いじめは子どもの権利を侵害する行為です。

　　　①生きる権利の侵害

　　　　　いじめによって命を奪われる、または自ら絶ってしまう子どもたちがいます。

　　　②発達する権利の侵害

　　　　　いじめは、不登校やひきこもり・非行の原因になります。

　　　③守られる権利の侵害

　　　　　いじめにより、身体に傷害を負ったり、持ち物や金品を奪われます。

　　　④参加する権利の侵害

　　　　　いじめの被害者は仲間を作ることもままならない状況に追い込まれます。
　

　近年のいじめの特徴として、暴力によって肉体的な苦痛を与えるもの以外にも、仲間外れ・無視・相

手が嫌がることをしたりさせたりする心理的ダメージを与えるものがあります。また、インターネット

の掲示板などで匿名性を利用して個人を攻撃するネットいじめも存在します。いじめで困ったり、自分

や友達の安全に不安があったりしたら、一人で悩まずいつでもすぐ電話で相談してください。

人権のこと

ひとりで悩まないで ～いじめは重大な人権侵害です～ひとりで悩まないで ～いじめは重大な人権侵害です～

24 時間
子供 SOS ダイアル

子どもの
人権 110 番0120-0-78310 0120-007-110

なやみ言おう
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